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○ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 施 行 規 則  

新  旧  

  

□ 縦 覧 □  □ 公 表 及 び 縦 覧 □  

□ 削 る □ □  第 三 条  特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 □ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 □ 以 下 □ 法 □ と い う □ □

第 十 条 第 二 項 □ 法 第 二 十 五 条 第 五 項 及 び 第 三 十 四 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む □ 以 下 同 じ □ □ の 規 定 に よ る 公 表 は □ 県 の ウ □ ブ サ イ ト へ の 掲 載

に よ り 行 う も の と す る □  

第 三 条  特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 □ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 □ 以 下 □ 法 □ と い う □ □

第 十 条 第 二 項 の 公 衆 の 縦 覧 は □ 環 境 生 活 部 県 民 生 活 課 に お い て 行 う も の と す

る □  

２  法 第 十 条 第 二 項 の 公 衆 の 縦 覧 は □ 環 境 生 活 部 県 民 生 活 課 に お い て 行 う も の

と す る □  

  

□ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ る 手 続 き 等 を 行 う 場 合 に 必 要 な 事 項 □  □ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ る 手 続 き 等 を 行 う 場 合 に 必 要 な 事 項 □  

第 二 十 条  情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 □ 平 成 十 四 年 法

律 第 百 五 十 一 号 □ 第 六 条 第 六 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法

に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 部 分 が あ る 場 合 は □ 同

法 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 申 請 等 に 係 る 同 条 第 五 号 に 規 定 す る 書 面 等 の う ち

に そ の 原 本 を 確 認 す る 必 要 が あ る も の が あ る と 知 事 が 認 め る 場 合 と す る □  

□ 新 設 □  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か □ 条 例 第 十 四 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 に つ

い て は □ 知 事 等 の 所 管 す る 事 務 に 係 る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の

利 用 に 関 す る 規 則 □ 平 成 十 七 年 千 葉 県 規 則 第 百 九 十 四 号 □ の 例 に よ る □  

第 二 十 条  条 例 第 十 四 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て は □ 知 事 等 の 所

管 す る 事 務 に 係 る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則

□ 平 成 十 七 年 千 葉 県 規 則 第 百 九 十 四 号 □ の 例 に よ る □  

  

 


